
１　介護報酬返還手続きの流れ（フロー）

２　指導監査課への提出書類 ３　保険者への過誤申立て手続き

□　自主点検結果報告書（様式第１号）

□　保険者別返還内訳（様式第２号・保険者毎に別頁を作成）

□　所轄福祉事務所別返還内訳（様式第２号の２・Hから始まる被保険者分）

□　自主点検による返還完了報告書（様式第４号） 各様式は前橋市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます

□　挙証書類（過誤・再請求に係る通知、利用者返還が確認できる書類の写し）

介護報酬返還の手続きについて

時期（目安） 事業者 前橋市 指導監査課
保険者

（介護保険担当課）
国民健康保険団体連合会

（国保連）

フロー

①

フロー

⑩

フロー

①

結果通知
を受理してから

　保険者及び所轄福祉事務所（Hから始まる被保険者番
号）毎に過誤申立て手続きの方法が異なります。
　ご確認の上、過誤申立てを行ってください。

自主点検結果報告書等を受理

以下を作成し、提出する

１ 指導監査課へ提出

ア 自主点検結果報告書

イ 保険者別返還内訳

２ 各保険者へ提出

ウ 過誤申立依頼書
過誤申立依頼書を受理

保険者により手続きが異なるため、

各保険者にご確認ください

返還に係る情報を、

各保険者に通知する

国保連に

過誤処理に係るデータを送付

事業者に対し

過誤決定通知書を送付

過誤決定通知書を受理

国保連へ再請求を行う

指導監査課に

返還完了報告書を提出する
返還完了報告書を受理

再請求を受理

ウ 過誤申立依頼書おおむね

１か月以内

(提出期限は

結果通知に

記載していま

す。)

１か月～

2か月後
過誤調整に係るデータ

通知

介護給付費過誤決定通知書

再請求

２か月～

３か月後

③

①

⑥

⑤

④

②

⑦

②

再請求に対する決定額

通知書を事業者に送付再請求に対する介護給付費等支払決定額通知書
⑧

再請求に対する決定額

通知書を受理

⑨

⑩ ⑪

ア・イ 自主点検結果報告書等


